
　投資インセンティブの存在は、グローバル企業が投
資候補地の中から日本を選ぶ際の重要な判断材料の一
つとなるものであり、国及び地域が外国企業誘致に積
極的であることを対外的に発信する手段としての意義
も有する。
　このため、経済産業省においては、複数の国におい
て事業活動を展開するグローバル企業を対象に、統括
拠点や研究開発拠点といった高付加価値拠点を日本国
内に設置する場合に、その事業費の一部を補助する「対

内投資等地域活性化立地推進事業（グローバル企業立
地推進事業）」を実施した（平成 26 年度予算 25 億円
の内数）。
　また、「特定多国籍企業による研究開発事業等の促
進に関する特別措置法（アジア拠点化推進法）」（平成
24 年 11 月施行）において、グローバル企業の研究開
発事業及び統括事業を対象に、所得税の特例等の措置
を講じている（第Ⅲ-3-3-1-1 図）。

投資インセンティブ第３節

1．高付加価値拠点の誘致

第Ⅲ-3-3-1-1 図　「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法」概要

法律の概要

背景

措置事項の概要

１．対象となる事業活動について

２．支援措置について

３．効果

○高付加価値をもたらすグローバル企業の呼び込み、就業機会の創出
○グローバル企業と日本の中小企業等との連携による新たな製品や技術の開発　等

アジア本社研究開発拠点

・税制措置（所得税特例）
・研究開発拠点の特許料の軽減　等

事業計画
の認定

基本方針

ターゲット

支援措置

期待される効果

○アジア新興国の経済成長に伴う我が国市場の相対的な縮小、アジア新興国の海外企業誘致支援策の強化により、我が国からグローバル企
業の撤退が相次いでおり、我が国はアジア地域における国際的な事業活動拠点としての地位を喪失しつつある状況。

○グローバル企業の研究開発拠点やアジア本社の我が国への呼び込みを推進するため、主務大臣の認定を受けたグローバル企業に対し、所
得税の特例や特許料軽減等の措置を講ずる。

○主務大臣が定める基本方針に適合するものとして認定を受けたグローバル企業が
国内で新たに行う研究開発事業及び統括事業（※）に対し、支援措置を講ずる。
（※）子会社の事業方針を決定する等の事業

所得税特例　親会社（外国企業）が付与するストックオプションに対する課税を
日本企業と同等の取扱いとする

特許料軽減　研究開発事業の成果に係る特許料を軽減　※中小企業に限定

投資手続短縮　外為法上の届出後 30 日間投資できないとされる期間を２週間に短縮

資金調達支援　中小企業投資育成株式会社による資金調達支援

※上記の他、認定企業に就労予定の外国人の入国手続（在留資格認定証明書）の審査
を迅速化（通常 1ヶ月→10 日程度）　※入管法の運用

イノベーションに不
可欠な高度な研究者
等が集結

グローバル経済社会に
不可欠な高度な経営人
材等が集結

・高付加価値拠点の国内への立地
・就業機会の創出
・中小企業等との連携による新たな製品や技
術の開発　等

資料：経済産業省作成。
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第３章 対内直接投資の促進



　人口減少克服と地方創生を実現するため、平成 26
年 12 月 27 日、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
が閣議決定された。
　同戦略に基づき創設された「地域住民生活等緊急支
援のための交付金（地方創生交付金）」（平成 26 年度
補正予算 4,200 億円）において、対内直接投資の促進
が施策メニューのひとつとして位置づけられた。地方
創生交付金の活用により、外国企業誘致に意欲のある
自治体の取組が強化されることが期待される。
　自治体における取組事例としては、①トップセール
ス・二次投資セミナー等の実施、②地域の魅力の分析・

発信、③投資の媒介となる海外人材（バイヤー・留学
生OB）の招へい・育成、④ JETRO国内事務所を中心
としたワンストップ支援拠点の整備などが挙げられる。
　また、平成 27 年度税制改正において、企業が本社
機能等を東京圏から地方に移転する際や地方において
その本社機能等を拡充する際に、本社等の建物を取得
した場合の投資減税や、雇用者の数が増加した場合の
税額控除を行う「地方拠点強化税制」が創設された。
この税制は、外国企業が地方に本社機能等を移転等し
た場合にも適用でき得るものであり、外国企業の地方
への投資の促進が期待される（第Ⅲ-3-3-2-1 図）。

2．外国企業誘致による地方創生

第Ⅲ-3-3-2-1 図　企業の地方拠点強化税制
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※本社機能とは、経営意思決定、経営資
源管理（総務、経理、人事）、各種業務
統括（研究開発、国際事業等）などの事業所をいう。工場及び当該地
域を管轄する営業所等は含まない。拡充だけでなく新設も含まれる。

以下の要件を満たす自治体が計画を策定し国が認定
１．地域要件：右記の移転型の要件に加えて、単独自治体、又は地域

連携により、概ね人口 10 万人以上の経済圏を構成し、一定の事
業集積が認められる地域

２．本社機能の受入促進策を講じていること

以下の要件を満たす自治体が計画を策定し国が認定
１．地域要件：東京圏、中部圏中心部、近畿圏中心部を除く全地域
２．本社機能の受入促進策を講じていること

オフィスに係る建物等の取得価額に対し、特別償却
15％又は税額控除４％（※）
※計画承認が平成 29 年度の場合は２％

オフィスに係る建物等の取得価額に対し特別償却
25％又は税額控除７％（※）
※計画承認が平成 29 年度の場合は４％

①増加雇用者１人当たり最大 80 万円を税額控除
《拡充型 50 万円に、地方拠点分は更に 30 万円上乗せ》

②①のうち 30 万円分は、雇用を維持していれば、最大３年
間継続　《新設》

③②は法人全体の雇用増がなくても、東京から地方への移転
者にも適用　《新設》

①増加雇用者１人当たり 50 万円を税額控除
《従来の 40 万円に、地方拠点分は 10 万円上乗せ》

②法人全体の雇用増加率 10％未満の場合でも、１人当
たり 20 万円を税額控除

資料：経済産業省作成。
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